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過
労
死
等
の
労
災
補
償
状
況
の
公
表
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

厚
生
労
働
省
は
、
過
去
十
年
間
は
、
毎
年
六
月
末
ま
で
に
公
表
し
て
き
た
「
過
労
死
等
の
労
災
補
償
状
況
」
に
つ
い
て
、
働

き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
の
法
案
審
議
と
関
係
が
深
く
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
た

議
論
が
必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
は
、
同
法
案
成
立
後
の
七
月
に
な
っ
て
か
ら
公
表
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
し
ま
す
。

一

「
過
労
死
等
の
労
災
補
償
状
況
」
に
つ
い
て
、
昨
年
ま
で
の
過
去
十
年
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
六
月
末
ま
で
に
、
前
年
度
の
統

計
結
果
が
公
表
さ
れ
て
い
た
の
に
、
今
年
は
そ
の
公
表
が
七
月
に
ず
れ
込
み
ま
し
た
。
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
今
年
の

「
過
労
死
等
の
労
災
補
償
状
況
」
の
公
表
に
つ
い
て
、
当
初
は
例
年
通
り
六
月
末
ま
で
の
公
表
を
目
指
し
て
い
ま
し
た
か
。

二

「
過
労
死
等
の
労
災
補
償
状
況
」
に
つ
い
て
、
今
年
の
公
表
を
六
月
末
ま
で
に
行
う
こ
と
を
断
念
し
た
の
は
い
つ
で
す

か
。
ま
た
、
六
月
末
ま
で
の
公
表
を
断
念
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
加
藤
厚
生
労
働
大
臣
が
了
解
も
し
く
は
認
識
し
た
の
は
何

月
何
日
で
し
た
か
。

三

二
〇
一
七
年
度
の
、
脳
・
心
臓
疾
患
お
よ
び
精
神
障
害
の
う
ち
裁
量
労
働
制
対
象
者
に
係
る
決
定
及
び
支
給
決
定
件
数

を
、
加
藤
厚
生
労
働
大
臣
に
は
、
何
月
何
日
に
報
告
し
ま
し
た
か
。

一



四

労
働
政
策
審
議
会
で
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
年
収
要
件
や
業
務
内
容
は
い
つ
ま
で
に
決
ま
り
ま
す
か
。

右
質
問
す
る
。

二


